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平成 22 年 12 月 21 日 

 
各      位 

 
会 社 名： パナソニック電工株式会社  
代  表  者： 代表取締役 社長 長 榮  周 作 
(コード番号 6991 東証･大証第一部 ) 

                     問合せ先：  執行役員 経理部長 佐藤 基嗣 
  （TEL．06-6908-1131） 

 
 

臨時株主総会の開催および臨時株主総会招集のための基準日設定 
ならびに定款の一部変更に関するお知らせ 

 
 

当社は、本日開催の取締役会において、パナソニック株式会社（以下「パナソニック」といいます。）を完

全親会社、当社を完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実施することを決議し、

本日、パナソニックとの間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結いたしました。こ

れに伴い、本株式交換契約および当社定款の一部変更（以下「本定款変更」といいます。）を承認いただ

くための臨時株主総会を招集することを決議するとともに、当該臨時株主総会招集のための基準日設定

について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。 
 

記 
 

１．臨時株主総会の日時・場所および付議する議案について 
（1） 臨時株主総会の日時・場所 

日時 ： 平成 23 年 3 月 2 日（水曜日） 午前 10 時 
場所 ： 当社 本社別館１階ホール 

（2） 臨時株主総会に付議する議案 
第 1 号議案 当社とパナソニック株式会社との株式交換契約承認の件 
第 2 号議案 定款一部変更の件 

 
2．臨時株主総会に係る基準日等について 

平成 23 年 3 月 2 日開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定

するため、平成 23 年 1 月 12 日を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主

をもって、議決権を行使することができる株主といたします。 
（1） 公告日 

平成 22 年 12 月 22 日（水曜日） 
（2） 基準日 

平成 23 年 1 月 12 日（水曜日） 
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（3） 公告記載方法 
電子公告（当該電子公告は、当社ホームページからご覧いただけます。） 
http://panasonic-denko.co.jp/corp/koukoku/index.html 

 
３．定款の一部変更について 

（1） 定款変更の目的 
平成 23 年 4 月 1 日に実施される本件株式交換により、当社の株主は、パナソニック１社のみと

なる見込みです。 
当社は、会社法第 124 条第 3 項の規定に基づき、現行定款第 12 条に定時株主総会の基準

日を定めておりますが、多数の株主の存在を前提とする当該基準日の規定はその必要性が失

われることから、現行定款第 12 条を削除するとともに、現行定款第 13 条以下の条数の繰り上げ

を行うものであります。 
なお、本定款変更は、臨時株主総会における上記第１号議案が承認可決されることならびに

平成 23 年 3 月 31 日の前日までに本株式交換が中止されていないことおよび本株式交換に係

る株式交換契約の効力が失われていないことを条件として、平成 23 年 3 月 31 日に効力を生じ

るものといたします。 
 

（2） 定款変更の内容 
変更の内容は、次のとおりです。 

（下線は変更箇所を示します） 
現 行 定 款 変 更 案 

第 12 条 定時株主総会の議決権の基準日 
当会社の定時株主総会の議決権の

基準日は、毎年 3 月 31 日とする。 

（削 除） 

第 13 条～第 35 条 
（条文の記載省略） 

第 12 条～第 34 条 
（現行の第 13 条から第 35 条までを

それぞれ１条ずつ繰り上げる。条文

は、現行どおり） 
 

（3） 定款変更の日程 
定款変更のための株主総会開催日 平成 23 年 3 月 2 日（水曜日） 
定款変更の効力発生日         平成 23 年 3 月 31 日（木曜日） 

 
以上 
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パナソニック株式会社は、パナソニック電工株式会社とパナソニック株式会社との間の株式交

換（「本株式交換」）に伴い、FORM F-4 による登録届出書を米国証券取引委員会（「SEC」）に提
出いたしました。本株式交換に関し提出した FORM F-4 には、目論見書（PROSPECTUS）及
びその他の文書が含まれております。FORM F-4 の効力が発生した場合、本株式交換を承認する
ための議決権行使が行われる予定である株主総会の開催日前に、FORM F-4 の一部として提出さ
れた目論見書が、パナソニック電工株式会社の米国株主に対し発送される予定です。FORM F-4 
及び目論見書には、パナソニック電工株式会社及びパナソニック株式会社に関する情報、本株式
交換及びその他の関連情報などの重要な情報が含まれております。パナソニック電工株式会社の
米国株主におかれましては、その株主総会において本株式交換について議決権を行使される前に、
本株式交換に関連して SEC に提出された、及び提出される可能性のある FORM F-4、目論見書
及びその他の文書を注意してお読みになるようお願いいたします。本株式交換に関連して SEC 
に提出される全ての書類は、提出後に SEC のインターネットウェブサイト（WWW.SEC.GOV）
にて無料で公開されます。なお、かかる書類につきましては、お申し込みに基づき、無料にて配
布いたします。配布のお申し込みは、下記記載の連絡先にて承ります。 
 

〒571－8501 
大阪府門真市大字門真 1006 番地 
パナソニック株式会社 
財務・ＩＲグループ ＩＲチーム 山村 方人 
電話：06－6908－1121 
メール：irinfo@gg.jp.panasonic.com 
ＵＲＬ：http://panasonic.co.jp/ 


